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認定の取得方法について



認定の取得方法について

１．はじめに

農林水産省では、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使

用又は消費の合理化を図るため、農林水産大臣が制定した日本農林規格（ＪＡＳ規格）

による検査に合格した製品にＪＡＳマークを付けることができる「ＪＡＳ規格制度」

を定めています。

ＪＡＳ規格には、品位、成分、性質その他品質に関する規格及び生産の方法に関す

る規格があり、品質に関する規格は51品目、197規格、生産方法に関する規格は15品目

17規格が定められています。そのうち、有機ＪＡＳ規格は、生産方法に関する規格に

該当し、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物の4品目4規格が定めら

れています。（品目数及び規格数は平成25年3月末現在の数）

なお、ＪＡＳ規格制度は、任意の制度ですが、有機ＪＡＳ規格が定められている品

目のうち、有機農産物及び有機加工食品（有機農産物加工食品に限る。）については、

ＪＡＳマークが表示されている食品でなければ「有機」や「オーガニック」と表示す

ることはできません。

２．登録認定機関

生産した農産物等に有機ＪＡＳマークを表示するためには、まず始めに農林水産大

臣が登録した登録認定機関から認定事業者として認定を受ける必要があります。有機

ＪＡＳ規格の認定を行うことができる登録認定機関として、平成25年3月末現在、80機

関（内訳：国内60機関、海外20機関）が登録されています。これらの登録認定機関に

は、株式会社、公益法人、地方自治体など様々な組織が含まれています。

認定を取得するにあたり、まずは、認定申請を行う登録認定機関を決めていただく

必要があります。登録認定機関によって、認定を行う品目、地域等が異なりますので、

農林水産省ホームページに登録認定機関に関する情報を掲載していますので、参考に

して下さい。

（参考）農林水産省ホームページ 登録認定機関一覧

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kikan.html

３．認定基準

登録認定機関は、同じ認定基準に基づいて、認定申請者に対する審査を行います。

有機農産物等の生産行程管理者の認定基準はそれぞれ以下のとおりです。

① 有機農産物の認定基準

・ 有機農産物の日本農林規格

・ 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)につい

1－1



ての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準

② 有機加工食品の認定基準

・ 有機加工食品の日本農林規格

・ 有機加工食品及び有機飼料（調製及び選別の工程以外の工程を経たものに限る。）

についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準

③ 有機畜産物の認定基準

・ 有機畜産物の日本農林規格

・ 有機畜産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的

基準

④ 有機飼料の認定基準

・ 有機飼料の日本農林規格

・ 有機農産物及び有機飼料（調製又は選別の工程のみを経たものに限る。）につい

ての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準

・ 有機加工食品及び有機飼料（調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。）

についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者についての認定の技術的基準

４．認定の手順

認定審査は、以下の手順で行われます。

① 申請書類の作成、提出

申請書類の様式は、登録認定機関が定めていますので、まずは、様式を入手して

ください。記載にあたっては、ＪＡＳ規格や認定の技術的基準について熟知してお

く必要があります。認定されるまでの手順や義務、認定を維持していくのに必要な

費用等の情報は登録認定機関から示されることになっていますが、不明な点は質問

して疑問点を解決しておくことが必要です。

② 書類審査

登録認定機関は申請書類を受理後、登録認定機関が指名した検査員が申請書類の

記載内容が認定基準に適合していることを確認するために書類審査を行います。書

類審査の過程において、申請者に対して質問を行ったり、不適合が確認された場合

は、改善の指摘を行いますので、申請者はその都度検査員の指示に従って対応する

必要があります。

③ 実地検査

次に、ほ場や保管倉庫などが認定基準に適合していることの確認及び申請書類の

記載内容が事実に即していることなどを確認するために、実際にほ場や保管倉庫な

どに出向いて実地検査を行います。実地検査の過程で申請者に対して質問を行った

り、不適合が確認された場合は、指摘を行いますので、申請者は不適合を是正する

必要があります。
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④ 判定

登録認定機関に設置されている判定委員会において、検査員から提出された書類

審査及び実地検査の結果などを基に、認定基準に適合しているか否かについて最終

的な判定を行います。

判定結果は、結果にかかわらず申請者に通知されます。なお、判定結果が不適合

の場合はその理由も併せて通知されます。

⑤ 認定証の交付

判定結果が適合の場合、生産行程管理者として認定されます。また、認定機関か

ら認定書が交付されます。

５．認定取得後について

認定事業者は、認定を取得後も引き続き認定基準に適合している状態を保つことが

求められます。登録認定機関は、認定後も引き続き認定基準に適合していることを確

認するための調査を定期的に行います。この調査の結果、不適合が確認された場合、

改善を行う必要があります。なお、改善されない状態が続いた場合は、認定が取り消

されることもあります。

（参考） ＪＡＳ制度の仕組み

農林水産大臣

登録認定機関

認定事業者

ＪＡＳマーク製品の流通

登録申請
登録

国際的な基準（ISO/IEC17065）に
適合していることについて確認

認定申請

認定
施設及び品質管理等の状況が基
準に適合しているかについて確認

格付・格付の表示
生産・製造した製品の品質や生産行程
が規格に適合しているかについて確認
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【参考】新規農業従事者及び新規有機農業従事者向け情報

情報収集のためのホームページ

１ 新規就農者向け

①農業を始めたい人応援します！（農林水産省）

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/index.html

（内容）農林水産省が新規就農を考えておられる方や新規就農者を対象に実施する施策

に関する情報が掲載されています。また、地方農政局のホームページにそれぞれ

が所管する地域の情報を掲載しております。

・農業を始めたい人を応援します（就農相談窓口のご案内）（東北農政局）

http://www.maff.go.jp/tohoku/keiei/new_farmer/index.html

・農業を始めませんか？（関東農政局）

http://www.maff.go.jp/kanto/keiei/keiei/shuunou/index.html

・新規就農を応援します（北陸農政局）

http://www.maff.go.jp/hokuriku/keiei/be_farmer01.html

・農業を始めてみませんか（東海農政局）

http://www.maff.go.jp/tokai/seisan/keiei/sinkisyunou/index.html

・新規就農の促進（近畿農政局）

http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/keieishien/shinkisyuno/index.html

・農業をはじめよう（中国四国農政局）

http://www.maff.go.jp/chushi/jyouhouannai/hajimeyo.html

・九州で農業を始めたい人応援します！（九州農政局）

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/keiei/syuunou/syuunou.html

・新規就農支援（内閣府沖縄総合事務局農林水産部）

http://ogb.go.jp/nousui/keiei/006405.html

②全国新規就農相談センター（全国農業会議所）

http://www.nca.or.jp/Be-farmer/index.php

（内容）全国農業会議所が開設している新規就農者のための情報を集めたホームページ

です。都道府県ごとに設けられている新規就農相談窓口で個別相談を行っていま

す。

２ 新規有機農業就農者

①有機農業（農林水産省）

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/index.html

（内容）有機農業に関する情報を集めたホームページです。有機農業に対する支援事業、

有機農業技術、有機農業についての調査結果など有機農業に関するが掲載されて

います。

②有機食品の検査・認証制度（農林水産省）

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

（内容）有機ＪＡＳ規格に関する情報を集めたホームページです。
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有機農産物の日本農林規格解説書



有機農産物の日本農林規格

制 定 平成12年 1月20日農林水産省告示第 59号

一部改正 平成15年11月18日農林水産省告示第1884号

全部改正 平成17年10月27日農林水産省告示第1605号

一部改正 平成21年10月27日農林水産省告示第1180号

最終改正 平成24年 3月28日農林水産省告示第 833号

（目的）

第１条 この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。

（有機農産物の生産の原則）

第２条 有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。

 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避ける

ことを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力（きのこ類の生産にあっては農林産物に

由来する生産力を含む。）を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限

り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。

 採取場（自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ。）において、採取場の生態系

の維持に支障を生じない方法により採取すること。

（定義）

第３条 この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。

用 語 定 義

有 機 農 産 物 次条の基準に従い生産された農産物（飲食料品に限る。）をいう。

使 用 禁 止 資 材 肥料及び土壌改良資材（別表１に掲げるものを除く、農薬（別表２に掲

げるものを除く並びに土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材

（天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを除く

をいう。

組換えＤＮＡ技術 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、ＤＮＡをつなぎ合わせた

組換えＤＮＡ分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技

術をいう。

栽 培 場 きのこ類の培養場、伏込場又は発生場所をいう。

（生産の方法についての基準）

第４条 有機農産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事 項 基 準

ほ 場 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ

ているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。

１ 多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前３年

以上、それ以外の農産物にあってはは種又は植付け前２年以上（開拓さ

れたほ場又は耕作の目的に供されていなかったほ場であって、２年以上

使用禁止資材が使用されていないものにおいて新たに農産物の生産を開

始した場合にあっては、は種又は植付け前１年以上）の間、この表ほ場

に使用する種子又は苗等の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽

培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農産

物の生産を行っていること。

２ 転換期間中のほ場（１に規定する要件に適合するほ場への転換を開始

したほ場であって、１に規定する要件に適合していないものをいう。以

下同じについては、転換開始後最初の収穫前１年以上の間、この表ほ

場に使用する種子又は苗等の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は

栽培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い農
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○農業の自然循環機能：食料・農業・農村基本法の中で「農業生産活動が自然界における生物を介在

する物質の循環に依存しかつ、これを促進する機能をいう。」とされている。（Q&A6-1）

○土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる：土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させ

ることを生産の原則として定められていることから、水耕栽培及びロックウール栽培の農産物は適

用外。また、れき耕栽培わさびにおいても同様。（Q&A7-2,7-3）

○採取場：採取場で採取される農産物には、休耕地、畦等で自生している山菜、きのこ、木イチゴな

どが該当する。（Q&A6-3,6-4）

有機りんご園 有機茶畑

○土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材：使用禁止資材の土壌又は植物に施されるその他

の資材としては、土壌に鋤き込むことを前提として使用されるシーダーテープ、マルチ資材や、植

物に直接施す花粉の増量剤、ほ場に散布する融雪剤等の資材が考えられる。使用後に取り除かれる

プラスチックマルチやビニールハウスに使用されるビニール、支柱やネット、誘引テープ等の資材

は含まれない。チェーンポットは接着剤が使用されているため、ほ場に植え付ける前に取り除かな

い限り使用できない。（Q&A7-1、パブコメ考え方）

○ほ場：多年生作物については禁止資材の使用を中止した時点、多年生以外の作物で禁止資材の使用

を中止した時点において栽培されている作物がある場合はその作物が収穫された時点をもって有機

的な管理を開始したとみなすことができる。（Q&A8-1）

○周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じているもの：防風ネット

の設置、境界域での緩衝地帯の整備、降雨時の慣行ほ場からの雨水の流入の防止などが対策の例。

その対策の実施を登録認定機関が評価する。（Q&A8-5,8-6,8-7,8-8）

○多年生の植物から収穫される農産物：果樹、茶木、アスパラガスなどがある。（Q&A8-9)

○開拓されたほ場又は耕作の目的に供されていなかったほ場で、2年以上使用禁止資材が使用されて

いないほ場において新たに農産物の生産を開始した場合にあってはは種又は植付け前1年以上：短

縮の理由は、２年以上休耕になっていて、その間使用禁止資材が使用されていなければ、その後12

ヶ月以上有機農産物の生産の基準に従った肥培管理等を行った場合 通算して３年以上使用禁止資

材が施用されていないことになるため。（Q&A8-10）

○転換期間中：同一のほ場で有機栽培と慣行栽培を交互に切り替えて繰り返すことは出来ない。

（Q&A8-3）
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産物の生産を行っていること。

栽 培 場 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ

ているものであり、かつ、栽培開始前２年以上の間、使用禁止資材が使用

されていないこと。

採 取 場 周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しない一定の区域であり、かつ、当

該採取場において農産物採取前３年以上の間、使用禁止資材を使用してい

ないものであること。

ほ場に使用する種 １ この表ほ場の項、採取場の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は

子又は苗等 栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項、育苗管理の項及

び収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程

に係る管理の項の基準に適合する種子又は苗等（苗、苗木、穂木、台木

その他植物体の全部又は一部（種子を除くで繁殖の用に供されるもの

をいう。以下同じであること。

２ １の種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要

な場合は、使用禁止資材を使用することなく生産されたものを、これら

の種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場

合は、種子繁殖する品種にあっては種子、栄養繁殖する品種にあっては

入手可能な最も若齢な苗等であって、は種又は植付け後にほ場で持続的

効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬（別表１又は別表２に掲げ

るものを除くが使用されていないものを使用することができる（は種

され、又は植え付けられた作期において食用新芽の生産を目的とする場

合を除く。

３ １及び２に掲げる苗等の入手が困難な場合であり、かつ、次のいずれ

かに該当する場合は、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成

された肥料及び農薬（別表１又は別表２に掲げるものを除くが使用さ

れていない苗等を使用することができる。

 災害、病虫害等により、植え付ける苗等がない場合

 種子の供給がなく、苗等でのみ供給される場合

４ １から３までに掲げる種子又は苗等は、組換えＤＮＡ技術を用いて生

産されたものでないこと。また、１及び２に掲げる種子については、コ

ットンリンターに由来する再生繊維を原料とし、製造工程において化学

的に合成された物質が添加されていない農業用資材に帯状に封入された

ものを含む。

種 菌 １ この表栽培場の項、採取場の項、栽培場における栽培管理の項、ほ場

又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項及び収穫、輸

送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理

の項の基準に適合する種菌又は以下に掲げる種菌であること。

２ この表栽培場における栽培管理の項１又は２に掲げる資材により培養

された種菌。ただし、これらの種菌の入手が困難な場合は、栽培期間中

、使用禁止資材を使用することなく生産された資材を使用して培養され

た種菌を使用することができる。

３ ２の種菌の入手が困難な場合は、天然物質又は化学的処理を行ってい

ない天然物質に由来する資材を使用して培養された種菌を使用すること

ができる。

４ ２及び３に掲げる種菌の入手が困難な場合は、別表３の種菌培養資材

を使用して培養された種菌を使用することができる。

５ １から４までに掲げる種菌は、組換えＤＮＡ技術を用いて生産された

ものでないこと。
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○穂木、台木とは：穂木は、接木の台(台木）につぐ芽のこと。台木は、接木で根のある方の植物の

こと。（Q&A9-1)

○植物体の全部又は一部：さといもやサツマイモの茎、種イモなどをいう。（Q&A9-2）

○入手が困難な場合：有機農産物の種子又は苗等の販売数量が著しく僅少である場合や価格が著しく

高い場合などが該当する。（Q&A9-6)

○品質の維持更新に必要な場合：自家採取を繰り返していると収量が低下したり、品種が持っている

固有の特性にバラツキが目立つようになることがあり、これを防止するために定期的に品種の明確

な種子等を購入して栽培する場合などが該当する。（Q&A9-7）

○食用新芽：有機ほ場の生産力を発揮させることなく、は種する種子又は植え付ける苗等が有する生

産力のみで生産される農産物。具体的には、貝割れ大根、豆苗、もやし等のスプラウト類、タラの

芽、茶の新芽が該当する。（Q&A9-4）

こんにゃく芋 有機種子採取ほ場

○ほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬が使用されていない種子又は苗等：化学

肥料等を被膜で覆うことにより、肥料成分の溶出量や溶出期間等を調節した資材が使用された種苗

でないもの。（Q&A9-5）

○農業用資材（コットンリンターに由来する再生繊維を原料）：一般的にシーダーテープと呼ばれて

いるもの。

※シーダーテープは、日本固有の技術。

原料としては、生分解性プラスチック製と紙製もあるが、紙製に

ついては接着剤に化学的な物質が使用されていることから、有機農

産物の生産に使用できるものとしてはコットンリンター由来再生繊

維製のもののみが認められた。

一般的に普及度合は、生分解性プラスチック製が多い。コットン

リンター由来再生繊維製は土中の微生物により分解されることから、ほ場の微生物の状況によっ

て分解速度が異なるため、使用の際は注意が必要。

○種 菌：きのこ栽培用の種（タネ）として使用することを目的とした菌体及び培養物で、その種の

菌糸が純粋に、かつ適度な条件下で培養されたものをいう。なお、有機農産物のJAS規格でいう種

菌には菌床を含めない。（Q&A11-2）

種駒（菌が生育すると白くなる）→
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ほ場における肥培 当該ほ場において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該

管理 ほ場若しくはその周辺に生息し、若しくは生育する生物の機能を活用した

方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図るこ

と。ただし、当該ほ場又はその周辺に生息し、又は生育する生物の機能を

活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増

進を図ることができない場合にあっては、別表１の肥料及び土壌改良資材

（製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの及び

その原材料の生産段階において組換えＤＮＡ技術が用いられていないもの

に限る。以下同じに限り使用すること又は当該ほ場若しくはその周辺以

外から生物（組換えＤＮＡ技術が用いられていないものに限るを導入す

ることができる。

栽培場における栽 きのこ類の生産に用いる資材にあっては、次の１から３までに掲げる基準

培管理 に適合していること。ただし、堆肥栽培きのこの生産においてこれらの資

材の入手が困難な場合にあっては、別表１の肥料及び土壌改良資材に限り

使用することができる。

１ 原木、おがこ、チップ、駒等の樹木に由来する資材については、過去

３年以上、周辺から使用禁止資材が飛来せず、又は流入せず、かつ、使

用禁止資材が使用されていない一定の区域で伐採され、伐採後に化学物

質により処理されていないものであること。

２ 樹木に由来する資材以外の資材については、以下に掲げるものに由来

するものに限ること。

 農産物（この条に規定する生産の方法についての基準に従って栽培

されたものに限る。）

 加工食品（有機加工食品の日本農林規格（平成17年10月27日農林水

産省告示第1606号）第４条に規定する生産の方法についての基準に従

って生産されたものに限る。）

 飼料（有機飼料の日本農林規格（平成17年10月27日農林水産省告示

第1607号）第４条に規定する生産の方法についての基準に従って生産

されたものに限る。）

 有機畜産物の日本農林規格（平成17年10月27日農林水産省告示第16

08号）第４条に規定する生産の方法についての基準に従って飼養され

た家畜及び家きんの排せつ物に由来するもの

３ ２のに掲げる基準に従ってきのこ類を生産する過程で産出される廃

ほだ、廃菌床等については、これらを堆肥、飼料等に再利用することに

より自然循環機能の維持増進が図られていること。

ほ場又は栽培場に 耕種的防除（作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽

おける有害動植物 培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制すること

の防除 を意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことを

いう、物理的防除（光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマル

チ（製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに

限る若しくはプラスチックマルチ（使用後に取り除くものに限るを使

用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行う

ことをいう、生物的防除（病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微

生物、有害動植物を捕食する動物若しくは有害動植物が忌避する植物若し

くは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に

適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう又は

これらを適切に組み合わせた方法のみにより有害動植物の防除を行うこ

ただし、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、
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○生物の機能を活用した方法：土壌中に存在する生物（ミミズ、昆虫、微生物）による有機物の分解

や生物の物質循環による土壌の性質改善のことをいう。（Q&A10-1）

○きのこ類の生産：きのこ類においても「土」のある場所（ほ場）での栽培が前提。原木栽培、堆肥

栽培、菌床栽培のいずれも「土の上」や「土中」での栽培が対象。ただし、ビニールハウス等で棚

を使用しての施設栽培も対象だが、施設内において「土の上」「土中」での栽培が必要。空調設備

をもった半閉鎖系施設は認められない。堆肥栽培で、稲わらなどを原料とした堆肥を植菌前に蒸気

等で殺菌する事は可能。（Q&A11-1）

○これらの資材の入手が困難な場合：堆肥栽培きのこの場合は、有機農産物等の生産実績がない、あ

るいは非常に少なく、堆肥栽培に必要とする量が手当できない場合などが該当する。(Q&A11-7)

○耕種的防除：①抵抗性品種の栽培、②抵抗性台木の利用、③健全種苗の利用、④混植、輪作、田畑

転換、⑤灌漑、⑥耕起・中耕、⑦被覆植物の利用、⑧昨期移動による回避等のこと。（Q&A12-1）

○作目及び品種の選定とは：その地域の土壌や気象に合った作物や品種を選定したり、有害動植物に

対し抵抗性のある作目や品種を選定することや、連作による地力の低下や有害動植物の発生を抑制

するため輪作、混植及び田畑転換を行いこれらを行うに当たっても適切な作目、品種の選定を行う

ことをいう。（Q&A12-2）

○作付時期の調整とは：作期を移動することにより有害動植物の活動最盛期を避け、それらの被害を

抑制することをいう。（Q&A12-3）

○物理的防除：①種子の比重選、②光線の遮断、③誘蛾灯・防蛾灯の利用、④プラスチックテープの

利用、⑤種子の温湯消毒、⑥土壌の太陽熱又は蒸気利用による消毒、⑦爆音等音の利用、⑧電流の

利用、⑨ネットの利用等のこと。 （Q&A12-1）

○古紙に由来するマルチ：一般的に「紙マルチ」と呼ばれているもの。

紙マルチは、原材料の古紙を最終製品の農業資材まで加工する工程で化学的物質（活性炭を分散

させるために使用するコーンスターチを除く。）が添加されていないものに限り使用可能。プラス

チックマルチ（付着防止のためにコーンスターチを塗布したものを含む。）は、使用後にほ場から

取り除くことができれば使用可能。生分解性プラスチックマルチは、製造工程において化学的物質

が添加されており、使用後にほ場から取り除くことができないことから有機農産物の生産には使用

不可。（Q&A12-7）

※紙マルチを使用すると慣行栽培に比べ収量が１割程度減少すると

言われている。

紙マルチの価格はビニールマルチの３倍程、除草剤は10アールあ

たり3,000円なのに対しマルチは15,000～20,000円。

田植え時に紙マルチを敷いているところ→

○生物的防除：①拮抗微生物の利用、②補食性及び寄生性天敵の利用、③小動物の利用等のこと。

（Q&A12-1）
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耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方

法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができ

ない場合にあっては、別表２の農薬（組換えＤＮＡ技術を用いて製造され

たものを除く。以下同じに限り使用することができる。

一 般 管 理 土壌、植物又はきのこ類に使用禁止資材を施さないこと。

育 苗 管 理 育苗を行う場合（ほ場において育苗を行う場合を除くにあっては、周辺

から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ、そ

の用土として次の１から３までに掲げるものに限り使用するとともに、こ

の表ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防

除の項及び一般管理の項の基準に従い管理を行うこと。

１ この表ほ場の項又は採取場の項の基準に適合したほ場又は採取場の土

壌

２ 過去２年以上の間、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入せず、かつ

、使用されていない一定の区域で採取され、採取後においても使用禁止

資材が使用されていない土壌

３ 別表１の肥料及び土壌改良資材

収穫、輸送、選別、 １ この表ほ場の項、栽培場の項、採取場の項、ほ場に使用する種子又は

調製、洗浄、貯蔵、 苗等の項、種菌の項、ほ場における肥培管理の項、栽培場における栽培

包装その他の収穫 管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の

以後の工程に係る 項又は育苗管理の項の基準（以下「ほ場の項等の基準」というに適合

管理 しない農産物が混入しないように管理を行うこと。

２ 有害動植物の防除又は品質の保持改善は、物理的又は生物の機能を利

用した方法（組換えＤＮＡ技術を用いて生産された生物を利用した方法

を除く。以下同じによること。ただし、物理的又は生物の機能を利用

した方法のみによっては効果が不十分な場合には、以下の資材に限り使

用することができる。

 有害動植物の防除目的 別表２の農薬及び別表４の薬剤（ただし、

農産物への混入を防止すること

 農産物の品質の保持改善目的 別表５の調製用等資材（組換えＤＮ

Ａ技術を用いて製造されていないものに限る

３ 放射線照射を行わないこと。

４ この表ほ場の項等の基準及びこの項１から３までに掲げる基準に従い

生産された農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染され

ないように管理を行うこと。

（有機農産物の名称の表示）

第５条 有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。

 「有機農産物」

 「有機栽培農産物」

 「有機農産物○○」又は「○○（有機農産物）」

 「有機栽培農産物○○」又は「○○（有機栽培農産物）」

 「有機栽培○○」又は「○○（有機栽培）」

 「有機○○」又は「○○（有機）」

 「オーガニック○○」又は「○○（オーガニック）」

（注）「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。

２ 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、名称又は商品

名の表示されている箇所に近接した箇所に「転換期間中」と記載すること。

３ 第１項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、同項、、及び

の例のいずれかにより記載すること。
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○一般管理：肥料や農薬以外の収穫前における栽培管理のこと。例えば、種子消毒、種子の比重選、

肥料・土壌改良資材、農薬以外の物質のほ場への施用、マルチ資材などが具体的事例として挙げら

れる。（Q&A13-1～13-4）

○ほ場の項又は採取場の項の基準に適合したほ場又は採取場の土壌：転換を開始したほ場の土壌を使

用して育苗を行い、土壌を採取したほ場に苗を植え付けた場合は、当該ほ場に種子を直まきした場

合と同様であるため、基準に適合する土壌とみなすことができる。（Q&A13-6）

○収穫以後の工程で使用する施設における有害動植物の防除：有機農産物の調製、保管等を行う施設

において、施設の使用期間が限定されているような場合、有機農産物の調製、保管等を行っていな

い期間に限り、別表４以外の薬剤を使用することは可能。なお、当該施設を有機農産物の調製等に

使用する前に、使用した薬剤が除去されている必要がある。（Q&A14-3）

また、誘引剤又は忌避剤として、別表４に掲載されている薬剤の他、食品又は食品添加物を原材料

とするものを使用することができる。（Q&A17-3）

○品質の保持：一定の品質を保ち品質の低下を抑えること。例えば、窒素や二酸化炭素を使用して鮮

度保持を行うことや食酢等を使用して野菜の切断面の褐変を防止すること。（Q&A14-5）

○品質の改善：例えば、エタノールを使用して柿の渋抜きを行うことや、エチレンを使用してバナナ

やキウイフルーツを追熟すること。（Q&A14-5）

○農産物の管理：有機農産物の包装に使用する資材は、防曇処理の袋等であっても食品衛生法の基準

に合致していれば使用可。作業する人の保健のために虫除けスプレー等の防除用医薬部外品を使用

する場合、ほ場や作業場に入る前に使用するなど農産物への混入をできる限り防止した上で使用す

る。（Q&A14-7）

○名称の表示：英語の「Organic」や「ORGANIC」の表示を行う場合にも有機JASマークを付すること

が必要。（Q&A4-3）

○有機農産物の表示：有機農産物のＪＡＳ規格第５条に定める表示の方法に基づき、名称の表示を行

うとともに、生鮮食品品質表示基準（平成１２年３月３１日農林水産省告示第５１４号）第３条第

１項の規定による名称及び原産地の表示も必要。なお、有機農産物の日本農林規格第５条の規定に

基づき「有機農産物」と表示した場合は、生鮮食品品質表示基準に基づき「トマト」等、農産物の

一般的な名称の表示も必要。（Q&A24-4）

○有機米の表示：玄米及び精米品質表示基準に基づく表示方法と有機農産物のＪＡＳ規格に基づく表

示方法のいずれも満たす必要があるため、一括表示枠内の名称表示欄には「有機米」や「有機栽培

米」との表示ではなく、「有機うるち精米」、「有機精米」等と表示する必要がある。

なお、一括表示枠外に商品名を表示する場合にあっては「有機米」、「有機栽培米」、「米（オー

ガニック）」、「有機精米」などの表示をすることができる。（Q&A24-3）

○転換期間中の表示：名称又は商品名の表示箇所に近接して「転換期間中」と表示する。シール表示

も可。有機農産物と転換期間中有機農産物を一つの容器に入れて販売する場合は、転換期間中有機

農産物として販売する。（Q&A24-10）
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別表１ 肥料及び土壌改良資材

肥料及び土壌改良
基 準資材

植物及びその残さ 植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。

由来の資材

発酵、乾燥又は焼 家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。

成した排せつ物由

来の資材

食品工場及び繊維 天然物質又は化学的処理（有機溶剤による油の抽出を除くを行っていな

工場からの農畜水 い天然物質に由来するものであること。

産物由来の資材

と畜場又は水産加 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

工場からの動物性 と。

産品由来の資材

発酵した食品廃棄 食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。

物由来の資材

バ ー ク 堆 肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

メタン発酵消化液 家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるもの

（汚泥肥料を除く であること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食

 部分に使用しないこと。

グ ア ノ

乾燥藻及びその粉

末

草 木 灰 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

炭 酸 カ ル シ ウ ム 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの（苦土炭

酸カルシウムを含む。）であること。

塩 化 加 里 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法に

よらず生産されたものであること。

硫 酸 加 里 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

硫 酸 加 里 苦 土 天然鉱石を水洗精製したものであること。

天 然 り ん 鉱 石 カドミウムが五酸化リンに換算して１kg中90mg以下であるものであるこ

硫 酸 苦 土 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

水 酸 化 苦 土 天然鉱石を粉砕したものであること。

軽 焼 マ グ ネ シ ア

石こう（硫酸カル 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

シウム） と。

硫 黄

生石灰（苦土生石 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

灰を含む。） と。

消 石 灰 上記生石灰に由来するものであること。

微量要素（マンガ 微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用する

ン、ほう素、鉄、 ものであること。

銅、亜鉛、モリブ

デン及び塩素）
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別表１ 肥料及び土壌改良資材

○使用可能資材の判断方法：①別表1に掲げられていること。②資材の製造工程において化学的に合

成された物質が添加されていないこと。③資材の使用基準を満たしていること（Q&A15-2）

○遺伝子組換え作物由来の原材料について：次の資材については、入手困難な場合、遺伝子組換え作

物でないことが確認されていない原材料の使用が当分の間認められている。（Q&A15-4）

・植物及びその残さ由来の資材

・発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材

・食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材

・発酵した食品廃棄物由来の資材

○発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材：家畜や家きんの餌の内容物や使用投薬は問題視しな

い。人糞は含まれない。（Q&A15-17）

○食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材：魚かす粉末（酸化防止剤添加品や擬集剤添加

品は不適合）等

○と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材：蒸製骨粉（輸入品の燻蒸処理は問題視しない）

等

○バーク堆肥：化学合成薬剤処理されたバーク堆肥や建築廃材原料、硫安、尿素添加品は使用不可。

○メタン発酵消化液：食用作物の可食部分に使用しないとは、育苗培土への混合、植付け前の苗への

施用、は種・植付け前のほ場への混合及び果樹栽培における株元への施用が考えられる。

○草木灰：栽培履歴は問題視しない。（Q&A15-7）

○炭酸カルシウム：炭カル､苦土炭カル、貝化石肥料、サンゴ化石 等

○塩化加里：精製工程でイオン交換膜を使用する場合、イオン交換膜への析出物を防止するため、塩

酸等を使用することができる。（Q&A15-8）

○硫酸加里、硫酸加里苦土：塩化カリ鉱石を硫酸に反応させたものは使用不可。

○硫酸苦土：蛇紋岩に硫酸を反応させたもの、海水に石灰を反応させて作ったものなどは使用不可。

○水酸化苦土：海水に石灰を反応させて作ったものは使用不可。

○軽焼マグネシア：マグネシウム鉱石を焼成し、パウダー状に粉砕したもの。

○微量要素：微量要素自体が化学合成されたものでも使用することができる。例えば、硫酸マンガン、

硫酸亜鉛等。（Q&A15-10）
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岩石を粉砕したも 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ

の て、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するもので

ないこと。

木 炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

泥 炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。ただし、土壌改良資材としての使用は、育苗用土としての使用に限る

こと。

ベ ン ト ナ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

パ ー ラ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

ゼ オ ラ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

バーミキュライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

けいそう土焼成粒 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

と。

塩 基 性 ス ラ グ トーマス製鋼法により副生するものであること。

鉱さいけい酸質肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

料 と。

よ う 成 り ん 肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ

て、カドミウムが五酸化リンに換算して１kg中90mg以下であるものである

こと。

塩 化 ナ ト リ ウ ム 海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたもの

であること。

リン酸アルミニウ カドミウムが五酸化リンに換算して１kg中90mg以下であるものであるこ

ムカルシウム と。

塩 化 カ ル シ ウ ム

食 酢

乳 酸 植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等のpH調整に使用

する場合に限ること。

製糖産業の副産物

肥料の造粒材及び 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ

固結防止材 と。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造する

ことができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することが

できる。

その他の肥料及び 植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施さ

土壌改良資材 れる物（生物を含む及び植物の栄養に供することを目的として植物に施

される物（生物を含むであって、天然物質又は化学的処理を行っていな

い天然物質に由来するもの（燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化すること

により製造されたもの及び化学的な方法によらずに製造されたものであっ

て、組換えＤＮＡ技術を用いて製造されていないものに限るであり、か

つ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。ただし、

この資材は、この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農

地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り、使用することが

できる。
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○岩石を粉砕したもの：「含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するものでない

こと。」とは、例えば、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、銅等の有害

重金属や放射性物質、アスベスト等のその他の有害物質によって土壌及び大気等が汚染されない状

態を想定。（Q&A15-11）

○木炭：建築廃材原料は薬剤による汚染が懸念されるため不適合。

○泥炭：コーデックス委員会が策定した「有機的に生産される食品の生産、加工、表示及び販売に係

るガイドライン」（以下「コーデックスガイドライン」という。）において資源・採取地の環境を

保全する観点から育苗用土への使用を除き、土壌改良資材としての使用が認められていない。JAS

規格においても、土壌改良資材としての使用は育苗用土に限るが、肥料として使用する場合には用

途の限定はない。

○塩基性スラグ：トーマス製鋼法とは、リンを多く含有する鉄鉱石を原料として造られる高リン銑鉄

おトーマス転炉に入れ、リンを投入した石灰と結合させて除き鋼とする製鋼法であり、この副生物

を使用することができる。国内では生産されていない。

○よう成りん肥：国内で販売されているよう成りん肥中のカドミウム含有量は、平均約4 mg（五酸化

リン1 kg中に換算した量）であり、よう成りん肥のほとんどが有機JAS規格の基準をクリアしてい

る。

○塩化ナトリウム：精製工程でイオン交換膜を使用する場合、イオン交換膜への析出物を防止するた

め、塩酸等を使用することができる。（Q&A15-8）

○製糖産業の副産物：糖蜜、糖、廃糖蜜、バガス、石灰乳等。イースト菌の培養に使用された後の廃

糖蜜も含む。製糖工程における化学的処理の有無は問わないが、製糖産業からの副産物に化学物質

を添加したものは使用できない。（Q&A15-12）

○その他の肥料及び土壌改良資材：別表1に掲げる他の資材では不十分である場合に限り使用できる。

また、病害虫の防除効果が客観的に明らかにされている資材は使用できない。（Q&A15-13～15-15）
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別表２ 農薬

農 薬 基 準

除虫菊乳剤及びピ 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイド

レトリン乳剤 を含まないものに限ること。

な た ね 油 乳 剤

マシン油エアゾル

マ シ ン 油 乳 剤

デ ン プ ン 水 和 剤

脂肪酸グリセリド

乳剤

メタアルデヒド粒 捕虫器に使用する場合に限ること。

剤

硫 黄 く ん 煙 剤

硫 黄 粉 剤

硫 黄 ・ 銅 水 和 剤

水 和 硫 黄 剤

石 灰 硫 黄 合 剤

シイタケ菌糸体抽

出物液剤

炭酸水素ナトリウ

ム水溶剤及び重曹

炭酸水素ナトリウ

ム・銅水和剤

銅 水 和 剤

銅 粉 剤

硫 酸 銅 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

生 石 灰 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

天 敵 等 生 物 農 薬

天敵等生物農薬・

銅水和剤

性 フ ェ ロ モ ン 剤 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするもの

に限ること。

クロレラ抽出物液

剤

混合生薬抽出物液

剤

ワ ッ ク ス 水 和 剤

展 着 剤 カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。

二酸化炭素くん蒸 保管施設で使用する場合に限ること。

剤

ケ イ ソ ウ 土 粉 剤 保管施設で使用する場合に限ること。

食 酢

燐 酸 第 二 鉄 粒 剤

炭酸水素カリウム

水溶剤

炭酸カルシウム水 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。

和剤

ミルベメクチン乳
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別表２ 農薬

○天敵等生物農薬：天敵等の生物や微生物（生菌、死菌の別を問わない。）そのものを使用した薬剤

のみが該当し、微生物が産出した物質等を精製、濃縮した薬剤は該当しない。（Q&A16-2）

タイリクヒメハナカメムシ（天敵等生物農薬）

アザミウマ類の密度抑制に大きく貢献している天敵昆虫である。

発生初期に葉上に放飼で使用する。

○性フェロモン剤：リンゴの横にあるヒモが性フェロモン剤。

ほ場にたくさん仕掛け、農業害虫の交信を撹乱することによ

って交尾を阻害し、次世代の害虫密度を下げる。

○ケイソウ土粉剤：収穫以後の工程で使用する場合、ケイソウ土粉剤を穀物等に直接混和して使用す

る方法は混入に該当するため認められない。施設に塗布する等の使用方法は混入とはみなされない

ので差し支えない。（Q&A14-4）

○食酢：特定防除資材（特定農薬）。醸造酢及び合成酢。
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剤

ミルベメクチン水

和剤

スピノサド水和剤

ス ピ ノ サ ド 粒 剤

還元澱粉糖化物液

剤

別表３ 種菌培養資材

酵母エキス、麦芽エキス、砂糖、ぶどう糖、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム

別表４ 薬剤

薬 剤 基 準

除 虫 菊 抽 出 物 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、

農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

ケイ酸ナトリウム 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

カリウム石鹸（軟 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

石鹸）

エ タ ノ ー ル 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

ホ ウ 酸 容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。

フ ェ ロ モ ン 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。ま

た、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

カ プ サ イ シ ン 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。

（注）薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。

別表５ 調製用等資材

調製用等資材 基 準

二 酸 化 炭 素

窒 素

エ タ ノ ー ル

活 性 炭

ケ イ ソ ウ 土

ク エ ン 酸

微生物由来の調製

用等資材

酵 素

卵 白 ア ル ブ ミ ン

植 物 油 脂

樹皮成分の調製品

エ チ レ ン バナナ及びキウイフルーツの追熟に使用する場合に限ること。

硫酸アルミニウム バナナの房の切り口の黒変防止に使用する場合に限ること。

カリウム

オ ゾ ン

コ ー ン コ ブ

次 亜 塩 素 酸 水 食塩水を電気分解したものであること。

食 塩

食 酢

炭酸水素ナトリウ

ム
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別表３ 種菌培養資材

○種菌培養資材：有機農産物JAS規格の生産方法の基準に適合する種菌、栽培期間中に使用禁止資材

を使用せず生産された資材を用いて培養された種菌等の入手が困難な場合に限り、別表３に記載し

た種菌培養資材を用いて培養された種菌を使用することができる。

別表５ 調製用等資材の使用例

○二酸化炭素：柿の渋抜き、CA貯蔵（Controled Atmosphere Storage:：貯蔵庫内における空気中の

気体の組成を調整し、貯蔵物に適した気体組成で貯蔵する方法）

○窒素：落花生、茶葉等の包装時に充填

○エタノール：静菌、柿の渋抜き

○活性炭：豆類の研磨剤

○ケイソウ土：豆類の研磨剤

○クエン酸：野菜や果物の切り口の変色防止

○酵素：ペクチン分解酵素による柿の剥皮

○植物油脂：潤滑油、分離剤

○オゾン：カット野菜の洗浄

○コーンコブ：豆類の研磨剤

○次亜塩素酸水：カット野菜の洗浄

○食塩：農産物の表面洗浄

○食酢：野菜の切断面の褐変防止

○炭酸水素ナトリウム：かんきつ類の果皮洗浄
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附 則（平成１７年１０月２７日農林水産省告示第１６０５号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日から起算して１年を経過した日までに行われる有機農産物の格付について

は、この告示による改正前の有機農産物の日本農林規格の規定の例によることができる。

３ この告示の公布の日から起算して３年を経過するまでの間は、この告示による改正後の有機農産

物の日本農林規格第４条の表育苗管理の項基準の欄２中「過去３年以上の間、周辺」とあるのは、

「周辺」と読み替えて適用する。

４ 第４条の表ほ場に使用する種子又は苗等の項の規定にかかわらず、ナス科及びウリ科の果菜類の

生産において種子からの栽培が困難な場合並びにこんにゃくいもの生産において同項の基準に適合

する苗等の入手が困難な場合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、植付け後にほ場で持続的効

果を示す化学的に合成された肥料及び農薬（別表１及び別表２に掲げるものを除くが使用されて

いない苗等（組換えＤＮＡ技術を用いて生産されたものを除くを使用することができる。

附 則（平成１８年１０月２７日農林水産省告示第１４６３号） 抄

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。

（経過措置）

２ この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格（以下「新有機農産物規格」という。）別表

１に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した

排せつ物由来の資材、食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材並びに発酵した食品廃棄

物由来の資材については、新有機農産物規格第４条の表ほ場における肥培管理の項基準の欄１に規

定するその原材料の生産段階において組換えＤＮＡ技術が用いられていない資材に該当するものの

入手が困難である場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、これらの資材に該当する資材以

外のものを使用することができる。

３ 新有機農産物規格第４条の表一般管理の項の規定にかかわらず、他に適当な管理方法がない場合

には、この告示の公布の日から起算して３年を経過するまでの間は、古紙に由来する農業用資材（製

造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。）及び種子が帯状に封入

された農業用資材を使用することができる。

４ この告示の公布の日から起算して３年を経過するまでの間は、別表３エチレンの項中「バナナ」

とあるのは、「バナナ及びキウイフルーツ」と読み替えるものとする。

附 則（平成２１年８月２７日農林水産省告示第１１８０号） 抄

この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第４条の表育苗管理の項の規定にかかわらず、

平成２３年１２月３１日までの間は、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場

合に限り、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を

行ったものを使用することができる。

附 則（平成２４年３月２８日農林水産省告示第８３３号）

１ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の有機農産物の日本農林規格により格付の表示が

付された有機農産物については、なお従前の例による。

２ この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第４条の表育苗管理の項の規定にかかわら

ず、当分の間、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合に限り、ポリビニ

ルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用

することができる。

（最終改正の施行期日）

平成２４年３月２８日農林水産省告示第８３３号については、平成２４年４月２７日から施行する。
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有機農産物及び有機飼料（調製又は選別の
工程のみを経たものに限る。）についての生
産行程管理者及び外国生産行程管理者の認
定の技術的基準解説書



有機農産物及び有機飼料（調製又は選別の工程のみを経たものに限る。）についての
生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準

制 定 平成17年11月25日農林水産省告示第1830号
一部改正 平成18年 2月22日農林水産省告示第 186号
最終改正 平成24年 4月27日農林水産省告示第1178号

一 生産及び保管に係る施設
１ 生産に係る施設

⑴ ほ場、栽培場又は採取場が、有機農産物の日本農林規格（平成１７年１０月２７日農林水産
省告示第１６０５号。以下「有機農産物規格」という。）第４条の表ほ場の項、栽培場の項又
は採取場の項の基準に適合していること。ただし、多年生の牧草を生産する場合にあっては、
ほ場の項基準の欄１の⑴の「多年生の植物から収穫される農産物にあってはその最初の収穫前
３年以上」とあるのは、「多年生の牧草にあってはその最初の収穫前２年以上」と読み替える
ものとする。

⑵ 育苗を行う場所が、有機農産物規格第４条の表ほ場の項又は育苗管理の項の基準に適合して
いること。

２ 保管に係る施設
有機農産物規格第４条の表収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工

程に係る管理の項の基準に従い管理を行うのに支障のない広さ、明るさ及び構造であり、適切に
清掃されていること。

二 生産行程の管理又は把握の実施方法
１ 三の２に規定する生産行程管理責任者に、次の職務を行わせること。

⑴ 生産行程の管理（外注管理（生産行程の管理の一部を外部の者に委託して行わせることをい
う。以下同じ。）を含む。以下同じ。）又は把握に関する計画の立案及び推進

⑵ 生産行程の管理において外注管理を行う場合にあっては、外注先の選定基準、外注内容、外
注手続等当該外注に関する管理又は把握に関する計画の立案及び推進

⑶ 生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導
２ 次の事項（採取場において有機農産物又は有機飼料（調製又は選別の工程のみを経たものに限

る。以下同じ。）を採取する場合にあっては、⑴及び⑵に掲げる事項を除く。）について、内部
規程を具体的かつ体系的に整備していること。
⑴ 種子、苗等（苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部（種子を除く。）で繁殖の

用に供されるものをいう。）又は種菌の入手に関する事項
⑵ 肥培管理、栽培管理、有害動植物の防除、一般管理及び育苗管理に関する事項
⑶ 生産に使用する機械及び器具に関する事項
⑷ 収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理に関する事

項
⑸ 苦情処理に関する事項
⑹ 年間の生産計画の策定及び当該計画の認定機関（登録認定機関又は登録外国認定機関をいう。

以下同じ。）への通知に関する事項
 生産行程の管理又は把握の実施状況についての認定機関による確認等の業務の適切な実施に

関し必要な事項
３ 内部規程に従い生産行程の管理又は把握を適切に行い、その管理又は把握の記録及び当該記録

の根拠となる書類を格付した有機農産物又は有機飼料の出荷の日から１年以上保存すること。
４ 内部規程の適切な見直しを定期的に行い、かつ、従業員に十分周知することとしていること。

三 生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数
１ 生産行程管理担当者

生産行程の管理又は把握を担当する者（以下「生産行程管理担当者」という。）として、次の
いずれかに該当する者が１人以上（当該生産行程管理者が複数の生産及び保管に係る施設を管理
し、又は把握している場合には、当該施設の数、分散の状況等に応じて適正な生産行程の管理又
は把握を行うのに必要な人数以上）置かれていること。
⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学若しくは旧専門学校令（明治３６年勅令

第６１号）による専門学校以上の学校で農業生産に関する授業科目の単位を取得して卒業した
者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、農業生産又は農業生産に関する指導、調
査若しくは試験研究に１年以上従事した経験を有するもの

⑵ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令（昭和１８年勅令第
３６号）による中等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、農業
生産又は農業生産に関する指導、調査若しくは試験研究に２年以上従事した経験を有するもの
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生産行程管理者とは、生産者の栽培方法を把握したり管理したりする個人を指すのではなく、個人も含めて
事業者のことである。グループの場合はその組織のことであり、代表者を指すものではない。

どんなに有機の基準に基づいて生産を実施したとしても、それを有機基準に基づいて実施したことがあと
から確認できるような把握の仕組みやその実施記録、それらの記録を管理・保管できる組織体制がなくては
有機認定を取得して有機表示をすることができない。

ほ場や育苗を行う場所が有機農産物の日本農林規格 第４条「ほ場 ほ場周辺図の例
の項」、「栽培場の項」又は「採取場の項」、「育苗管理の項」「収穫、輸
送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管
理の項」に適合しているかどうか。

認定の申請をする場合は、どのほ場で有機栽培をするのか、ほ場の
リストを作成し、有機農産物を生産するほ場は、管理のために地図や
図面を作成しておく必要がある。また、保管場所・作業場所が、作業に
必要な広さを有しているか、汚染の危険はないか等を確認するため
見取り図を作成する。

生産行程管理責任者は主に以下のような業務を行う。

１．内部規程（栽培基準、管理方針）を作成すること。

２．内部規程に則して実務を行うこと。
３．管理記録（生産行程管理記録）をつけること。
４．生産行程管理記録とその裏付けの書類（伝票など）を出荷の日から１年以上保持すること。
５．年間計画を作成すること。
６．作成した年間計画を登録認定機関に提出すること。
７．やむを得ず有機ほ場が規格に適合しなくなった（有機生産できなくなった）場合、登録認定機関へ報告す
ること。

８．生産管理の業務を外部に委託する場合には契約書を作成・保持すること。
９．登録認定機関の定期的な調査を受け、改善指示があった場合は是正措置をとること。

内部規程は、有機農産物のJAS規格に準拠した生産活動を実施するために、栽培方法や機械器具の取扱、
収穫後の取扱出荷方法など、JAS規格に即した管理を行うために自らが具体的に定めた管理基準（内部運
営のためのルール）のこと。有機ＪＡＳ規格への適合性に関する苦情処理、認定機関への通知、報告、調査
の受け入れ等に関する事項も内部規程に記載する。認定機関や人から与えられる基準ではなく生産行程管
理者が自ら作成しなければならない。

グループで認定を受ける場合、各生産者が共通の栽培指針や収穫後の取扱方法を持つことによってはじ
めて管理が可能になる。個々の生産者がそれぞれ独自の生産方法で実施している場合には、生産者ごとの
栽培基準が必要であり、生産行程管理担当者は、各生産者がそれぞれの基準どおりに栽培していることを
確認しなければならない。

「苦情処理に関する事項」を内部規程に定めることとは：有機ＪＡＳ規格への適合性に関する苦情を記録し、
その対応状況を文書化するなど、苦情処理の手順・方法を定めることです。

内部規程の例 （ハンドブック参照）

問 ほ場の数、分散の状況等に応じて適切な管理又は把握を行う

のに十分な生産行程管理担当者の数はどのように算出すれば

よいですか。 （Q&A問1-5）
答 ほ場の数や分散の状況により異なりますが、一般的

には、生産行程管理担当者一人が一年間で生産行程
を管理又は把握できるほ場の数を算出し、全ほ場数を
その数で除した人数以上いればよいこととなります。
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⑶ 農業生産又は農業生産に関する指導、調査若しくは試験研究に３年以上従事した経験を有す
る者

２ 生産行程管理責任者
⑴ 生産行程管理担当者が１人置かれている場合にあっては、その者が生産行程管理責任者とし

て、認定機関の指定する講習会（以下「講習会」という。）において有機農産物又は有機飼料
の生産行程の管理又は把握に関する課程を修了していること。

⑵ 生産行程管理担当者が複数置かれている場合にあっては、生産行程管理担当者の中から、講
習会において有機農産物又は有機飼料の生産行程の管理又は把握に関する課程を修了した者
が、生産行程管理責任者として１人選任されていること。

四 格付の実施方法
１ 次の事項について、格付に関する規程（以下「格付規程」という。）を具体的かつ体系的に整

備していること。
⑴ 生産行程についての検査に関する事項
⑵ 格付の表示に関する事項
⑶ 格付後の荷口の出荷又は処分に関する事項
⑷ 格付に係る記録の作成及び保存に関する事項
⑸ 格付の実施状況についての認定機関による確認等の業務の適切な実施に関し必要な事項

２ 格付規程に従い格付及び格付の表示に関する業務を適切に行い、その結果、格付の表示が適切
に付されることが確実と認められること。

３ 名称の表示が、有機農産物にあっては有機農産物規格第５条に定める方法で、有機飼料にあっ
ては有機飼料の日本農林規格（平成１７年１０月２７日農林水産省告示第１６０７号）第５条に
定める方法で適切に行われることが確実と認められること。

五 格付を担当する者の資格及び人数
１ 格付担当者

格付を担当する者（以下「格付担当者」という。）として、三の１の⑴から⑶までのいずれか
に該当する者であって、講習会において有機農産物又は有機飼料の格付に関する課程を修了した
ものが１人以上（当該生産行程管理者が複数の生産及び保管に係る施設を管理し、又は把握して
いる場合には、当該施設の数、分散の状況等に応じて適正な格付を行うのに必要な人数以上）置
かれていること。

２ 格付責任者
格付担当者が複数置かれている場合には、格付担当者の中から、格付責任者として１人選任さ

れていること。

附 則 （平成１７年１１月２５日農林水産省告示第１８３０号）
（施行期日）

１ この告示は、平成１７年１１月２６日から施行する。
（有機農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基準の廃止）

２ 有機農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基準（平成１２年６月９日農林水産省告示
第８１９号）は、廃止する。
（経過措置）

３ 有機農産物の日本農林規格（平成１７年１０月２７日農林水産省告示第１６０５号）附則第２項
の規定に基づき格付を行う場合における有機農産物についての生産行程管理者及び外国生産行程管
理者の認定の技術的基準については、なお従前の例による。

附 則 （平成１８年２月２２日農林水産省告示第１８６号） 抄
（施行期日）

１ この告示は、平成１８年３月１日から施行する。

附 則 （平成２４年４月２７日農林水産省告示第１１７８号）
この告示の施行の際現に農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第

１７５号）第１４条第２項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者（同項に規定する生産行程
管理者をいう。）及び同法第１９条の３第２項の認定を受けている農林物資の外国生産行程管理者（同
法第１７条の２第１項第２号に規定する外国生産行程管理者をいう。）は、この告示による改正後の
有機農産物及び有機飼料（調製又は選別の工程のみを経たものに限る。）についての生産行程管理者
及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準の二の２のの規定にかかわらず、平成２５年６月３０
日までの間は、苦情処理に関する事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備しないことがで
きる。
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認定機関が指定する「講習会」
生産行程管理責任者は認定機関が実施するか又は認めた講習

会を受講・修了する義務がある。講習会に関しては、認定を申請す
る前に、認定を取得しようとする認定機関にそのスケジュールを問い
合わせる。講習会を修了したら、責任者はその内容を、各担当者に
伝え、情報を共有する必要がある。例えば会合の際に有機の勉強
会の設定等、JASの知識を皆が共有することが望ましい。

講習会の様子

「格付規程」とは、格付担当者（責任者）が、格付のための検査、有
機JASマークの取扱、名称の表示（有機の表示）などについて、ＪＡＳ
規格に即した管理を行うために、自ら格付規程を書面で作成する。

格付実績の認定機関への報告、格付の実施状況について認定機
関から確認があった場合の対応についても格付規程に記載する。格
付規程は認定機関や人から与えられた基準ではなく、自らが作成す
る「格付のための」手順書である。

格付規程の例

「格付」とは、JAS規格に適合しているかどうか確認することであり、
「生産行程の検査」によって行われる。具体的には、各種の記録を
みて、対象のほ場から収穫され、その栽培方法が基準に準拠して
おり、収穫後出荷までの間に混合や汚染がなかったかどうかを確
認する。従って、格付業務を実施するには、生産行程の記録の存
在が前提となる。また、有機農産物を格付する場合は認定を受け
た生産行程管理者が組織の中に格付担当者をおいて、格付しなけ
ればならない。

有機ＪＡＳマークの管理台帳

「格付の表示」とは、農産物を入れた袋や箱に、有機JASマークを付
することを指す。包装資材に印刷したり、シールをつけることができ
ないようなもの（バラで運ぶジュース加工用のトマト、生茶葉など）の
場合には、送り状に「有機」と表示し、（例：「有機トマト加工用」）、有
機JASマークのついたシールを送り状に貼り付けることで対応する。
自ら生産する有機加工食品の原材料として使用する有機農産物に
ついては、格付の表示を省略することが出来る。

送り状

問 有機農産物の生産行程管理担当者と格付担当者の兼務は可能ですか。（Q&A問1-4）
答 それぞれの業務を適正に実施するためには、生産行程管理担当者と格付担当者は別の者である

ことが望ましいが、認定を受けるほ場の数が少なかったり面積が小さいなど、同一人で両業務を行
うことが可能であると登録認定機関が認めた場合にあっては、生産行程管理担当者と格付担当者
を兼務することが可能。

問 認定生産行程管理者の認定前に収穫を終えており、保存している農産物に、有機JASマークを付
けることができますか。（Q&A問1-7）

答 登録認定機関は、農産物の栽培時や収穫後であっても生産行程管理者の認定を行うことは可能
です。この場合、登録認定機関は通常の認定と同様にほ場の条件等生産の方法についての基準な
ど有機農産物についての生産行程管理者の認定の技術的基準に基づき検査を行い、その際、栽培
中や既に収穫された農産物がある場合には生産行程管理記録・保管の状況等から当該農産物が
有機JASに適合しているかどうか確認することを含めて生産行程管理体制を検査することが必要と
なります。

こうした認定を受けた生産行程管理者は、認定時に収穫を終えて貯蔵している農産物や栽培中
であった農産物についても、自らの責任で農産物を有機JAS規格に基づいて格付けし、有機JASマ
ークを付けることができます。
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有機加工食品の日本農林規格

制 定 平成12年 1月20日農林水産省告示第 60号
一部改正 平成15年11月18日農林水産省告示第1885号
全部改正 平成17年10月27日農林水産省告示第1606号
一部改正 平成18年 2月28日農林水産省告示第 210号
一部改正 平成18年10月27日農林水産省告示第1464号
最終改正 平成24年 3月28日農林水産省告示第 834号

（目的）
第１条 この規格は、有機加工食品の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。

（有機加工食品の生産の原則）
第２条 有機加工食品は、原材料である有機農産物の日本農林規格（平成 17 年 10 月 27 日農林水産

省告示第 1605 号）第３条に規定する有機農産物（以下「有機農産物」という。）及び有機畜産物の
日本農林規格（平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1608 号）第３条に規定する有機畜産物（以
下「有機畜産物」という。）の有する特性を製造又は加工の過程において保持することを旨とし、
物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用
を避けることを基本として、生産することとする。
（定義）

第３条 この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
用 語 定 義

有 機 加 工 食 品 次条の基準に従い生産された加工食品であって、原材料（食塩、水及び加
工助剤を除くの重量に占める農産物（有機農産物を除く、畜産物（有
機畜産物を除く、水産物及びこれらの加工品並びに食品添加物（有機加
工食品として格付された一般飲食物添加物（一般に食品として飲食に供さ
れている物であって添加物として使用されるものをいう。以下同じ及び
加工助剤を除くの重量の割合が５％以下であるものをいう。

有機農産物加工食 有機加工食品のうち、原材料（食塩、水及び加工助剤を除くの重量に占
品 める農産物（有機農産物を除く、畜産物、水産物及びこれらの加工品並

びに食品添加物（有機加工食品として格付された一般飲食物添加物及び加
工助剤を除くの重量の割合が５％以下であるものをいう。

有機畜産物加工食 有機加工食品のうち、原材料（食塩、水及び加工助剤を除くの重量に占
品 める農産物、畜産物（有機畜産物を除く、水産物及びこれらの加工品並

びに食品添加物（有機加工食品として格付された一般飲食物添加物及び加
工助剤を除くの重量の割合が５％以下であるものをいう。

有機農畜産物加工 有機加工食品のうち、有機農産物加工食品及び有機畜産物加工食品以外の
食品 ものをいう。
組換えＤＮＡ技術 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、ＤＮＡをつなぎ合わせた

組換えＤＮＡ分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技
術をいう。

転換期間中有機農 有機農産物の日本農林規格第４条の表ほ場の項基準の欄２に規定する転換
産物 期間中のほ場において生産された農産物をいう。

（生産の方法についての基準）
第４条 有機加工食品の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事 項 基 準
原材料（加工助剤 次に掲げるものに限り使用することができる。ただし、２又は４に掲げる
を含む。） ものについては、使用する原材料と同一の種類の有機農産物、有機畜産物

又は有機加工食品の入手が困難な場合に限る。
１ 以下のうち、その包装、容器又は送り状に格付の表示が付されている

もの。ただし、その有機加工食品を製造し、又は加工する者により生産
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○物理的又は生物の機能を利用した加工方法：原材料である有機食品の持つ特性が製造又は加工の過
程で保持されるためには、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用いることが適当
（Q&A20-1）
・物理的方法：機械的方法を含み、粉砕、混合、成型、加熱・冷却、加圧・減圧、乾燥、分離（ろ

過、遠心分離、圧搾、蒸留）等の加工方法をいう。（Q&A20-2）
・生物の機能を利用した加工方法：カビ、酵母、細菌を利用した発酵等の方法をいい、この場合の

カビ、酵母、細菌は、原材料とはみなされない。（Q&A20-2）

○化学的に合成された食品添加物の使用を避けることを基本：有機加工食品に使用できる食品添加物
は、別表1に記載され、なおかつ当該食品を製造するのに必要であり、その量も最小限にとどめ、
配合割合において「非有機原料＋食品添加物が5％以下」という条件で使用。

○有機畜産物は、指定農林物資に政令指定されていないので、市場においては有機JASマークを付し
たものと、有機JASマークを付さずに有機表示しているものが想定されるが、有機加工食品のJAS規
格に基づき有機JASマークを付する加工食品の原材料については、有機JASマークを付した原材料で
なければならない。

○原材料：自ら原料である有機農産物を生産し、それを製造・加工して有機加工食品とする場合、原
料の有機農産物と最終製品の有機加工食品の両方に格付が必要であるが、自ら生産し原材料として
使用する有機農産物の格付に際しては、格付の表示を付す必要はない。（Q&A21-7）

○加工助剤：食品の加工の際に添加されたが、①最終食品として包装する前に食品から除去されるも
の、又は②食品に通常存在する成分に変えられ、食品中に天然に存在するその成分の量を有意に増
加させないもの、又は③最終食品に極くわずかなレベルでしか存在せず、その食品に何ら影響を及
ぼさないもの又は当該食品に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさ
ないもののいずれかに該当するもの。（例：油脂の抽出溶剤としてのヘキサン、ろ過助剤としての
二酸化ケイ素等）

加工助剤であっても、食品の化学的な変化が生じる場合があり、原材料である有機食品の持つ特
性を保持するという原則に沿うために、加工助剤についても使用可能なものを限定している。
（Q&A21-6）

原材料の農産物などを洗浄する際も、化学的に合成された殺菌剤や洗浄剤は別表１に掲げられて
いない限り使用不可。オゾン水、電解水等も使用不可。（Q&A21-18）

○格付：JAS規格に適合していると判定すること。

○格付の表示：有機JASマーク

○同一の種類の有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品の入手が困難な場合：①有機原材料の販売
数量が著しく僅少である場合や価格が著しい場合、②製品の仕様として指定した産地又は品種の原材料
を使用する必要がある場合において、当該産地又は品種の有機原材料の入手が困難な場合など。
（Q&A21-3）
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され、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25
年法律第 175 号）第 14 条又は第 19 条の３の規定により格付されたもの
にあってはこの限りでない。
 有機農産物
 有機加工食品
 有機畜産物

２ １以外の農畜産物。ただし、以下のものを除く。
 原材料として使用した有機農産物及び有機畜産物と同一の種類の農

畜産物
 放射線照射が行われたもの
 組換えＤＮＡ技術を用いて生産されたもの

３ 水産物（放射線照射が行われたもの及び組換えＤＮＡ技術を用いて生
産されたものを除く。）

４ 農畜水産物の加工品（１に掲げるもの（に掲げるものに限る。）、
原材料として使用した有機加工食品と同一の種類の加工食品、放射線照
射が行われたもの及び組換えＤＮＡ技術を用いて生産されたものを除
く。）

５ 食塩
６ 水
７ 別表１の食品添加物（組換えＤＮＡ技術を用いて製造されたものを除

く。以下同じ。）
原材料の使用割合 原材料（食塩、水及び加工助剤を除くの重量に占めるこの表原材料（加

工助剤を含むの項基準の欄２、３、４及び７（有機加工食品として格付
された一般飲食物添加物及び加工助剤を除くに掲げるものの重量の割合
が５％以下であること。

製造、加工、包装、 １ 製造又は加工は、物理的又は生物の機能を利用した方法（組換えＤＮ
保管その他の工程 Ａ技術を用いて生産された生物を利用した方法を除く。以下同じ。）に
に係る管理 よることとし、食品添加物を使用する場合は、必要最小限度とすること。

２ 原材料として使用される有機農産物、有機加工食品及び有機畜産物は、
他の農畜産物又はその加工食品が混入しないように管理を行うこと。

３ 有害動植物の防除は、物理的又は生物の機能を利用した方法によるこ
と。ただし、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果
が不十分な場合には、別表２の薬剤に限り使用することができる。この
場合においては、原材料及び製品への混入を防止すること。

４ ３の方法のみによっては有害動植物の防除の効果が不十分な場合に
は、有機加工食品を製造し、又は保管していない期間に限り、別表２に
掲げられていない薬剤を使用することができる。この場合においては、
有機加工食品の製造開始前に、これらの薬剤を除去すること。

５ 有害動植物の防除、食品の保存又は衛生の目的での放射線照射を行わ
ないこと。

６ この表原材料（加工助剤を含む。）の項の基準及びこの項１から４ま
でに掲げる基準に従い製造され、又は加工された食品が農薬、洗浄剤、
消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。

（有機加工食品の名称及び原材料名の表示）
第５条 有機加工食品の名称の表示及び原材料名の表示は、次に規定する方法により行うものとす

区 分 基 準
名 称 の 表 示 １ 次の例のいずれかにより記載すること。

 「有機○○」又は「○○（有機）」
 「オーガニック○○」又は「○○（オーガニック）」
（注）「○○」には、当該加工食品の一般的な名称を記載すること。た
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○「有機農産物及び有機畜産物と同一の種類の農畜産物」、「有機加工食品と同一の種類の加工食品」
基本的には一般的な名称が同じものは同一（Q&A21-8）
（同一の種類の例） （同一の種類ではない例）

黒目大豆と白目大豆 枝豆と大豆、うるち米ともち米、煎茶と抹茶
トマトケチャップとトマトピューレー
こいくちしょうゆとうすくちしょうゆ

○放射線照射が行われたもの：日本で放射線の照射が認められているのは、発芽防止目的でばれいし
ょに照射する場合のみ。海外では、香辛料、水産物など放射線照射による殺菌が一般的な技術とし
て普及している品目もある。これらを原材料として使用する場合には、放射線照射が行われていな
いことの確認を行う必要がある。（Q&A21-10）

○組換えDNA技術を用いて生産されたもの：組換えDNA技術により得られる作物及びこれを原材料とし
て使用した加工品。組換えＤＮＡ技術により得られた農産物を家畜等の飼料とし、その家畜から得
られた乳製品や食肉等のように間接的に得られたものは含まない。（Q&A21-9）
組換えDNA技術を用いて生産されたものは、5％以下であっても使用不可。（Q&A21-14）

○食塩：精製塩、加工塩等、一般に塩化ナトリウムを主成分とした塩と称されているものが該当。旨
味調味料、食品添加物、各種ミネラル等を添加した添加物塩は使用できない。（Q&A21-12）

○水：食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月８日厚生省告示第370号）に定める飲用適の水でな
ければならない。電解水等の化学的処理が行われた水や別表１に掲げられた食品添加物以外の化学
的に合成された物質が添加された水は使用不可。（Q&A21-19）

○食品添加物：有機加工食品の原材料である農畜水産物及びその加工品（有機農産物、有機畜産物及
び有機加工食品を除く。）には、別表1に掲げる食品添加物以外の食品添加物が使用されていても
よいが、原材料に使用された食品添加物がキャリーオーバーとならず、製品である有機加工食品に
おいても効果を発揮する場合には、このような食品添加物が含まれた原材料を有機加工食品に使用
することはできない。（Q&A21-11）
組換えDNA技術によって得られた原材料は使用不可。（Q&A23-1）

○原材料の使用割合：使用割合の算出は原材料配合時の配合割合。類似の原材料で、濃縮とストレー
ト、乾燥状態などを混合する場合は、同じ状態に戻したと仮定して計算を行う。（Q&A21-13）
原料として配合する有機加工食品は、その原材料（有機農産物、有機畜産物）を考慮し、使用割合
を算出（配合割合が入手困難な場合は、有機原料の重量の割合を一律95％で計算）する。
（Q&A21-2）

有機農産物加工酒類は、認定事業者が自ら製造した有機農産物加工酒類を有機加工食品の原材料
とする場合のみ、有機原料としてカウントする。（Q&A21-4）

同等性の仕組みを利用して輸入された外国の有機農産物及び有機農産物加工食品は、認定輸入業
者により有機JASマークが貼付されれば有機原料として使用可能。認定輸入業者が自ら有機加工食
品の製造を行う場合、有機ＪＡＳマークの貼付作業は省略可能。（Q&A21-5）

Ｂ＋Ｃ Ａ：有機原料
×100≦５％ Ｂ：非有機原料

Ａ＋Ｂ＋Ｃ Ｃ：食品添加物（Q&A21-1）

○放射線照射の禁止：有害動植物の防除、食品の保存又は衛生の目的での放射線照射はできないが、
工程管理である内容数量や形状の確認、異物検査のための放射線照射は可能。（Q&A21-17）

○洗浄剤、消毒剤：洗浄剤、オゾン水、電解水等で機械・器具を洗浄することは可能。使用後はよく
水で洗浄する等により原材料や製品が汚染されないように管理することが必要。（Q&A21-20）
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だし、有機農畜産物加工食品のうち、「○○」に記載する一般的な名
称が有機農産物加工食品の一般的な名称と同一となるものについて
は、名称又は商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、有機
農産物加工食品でないことが分かるように記載すること。

２ １の基準にかかわらず、転換期間中有機農産物又はこれを製造若しく
は加工したものを原材料として使用したものにあっては、１の例のいず
れかにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。
ただし、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対
照的な色で、日本工業規格Ｚ8305（1962）に規定する14ポイントの活字
以上の大きさの統一のとれた活字で、「転換期間中」と記載する場合は、
この限りでない。

原 材 料 名 の 表 示 １ 使用した原材料のうち、有機農産物（転換期間中有機農産物を除く。）、
有機加工食品（転換期間中有機農産物を原材料としたものを除く。）又
は有機畜産物にあっては、その一般的な名称に「有機」等の文字を記載
すること。

２ 転換期間中有機農産物又はこれを製造若しくは加工したものを原材料
として使用したものにあっては、１の基準により記載する原材料名の前
又は後に「転換期間中」と記載すること。ただし、商品名の表示されて
いる箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Ｚ
8305（1962）に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた
活字で、「転換期間中」と記載する場合は、この限りでない。

別表１ 食品添加物
INS 食品添加物 基 準
番号
330 ク エ ン 酸 pH 調整剤として使用するもの又は野菜の加工品若しくは果実の加工品に

使用する場合に限ること。
331 ⅲ クエン酸ナ ソーセージ、卵白の低温殺菌又は乳製品に使用する場合に限ること。

トリウム
296 ＤＬ―リン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

ゴ酸
270 乳 酸 野菜若しくは米の加工品に使用する場合、ソーセージのケーシングに使用

する場合、凝固剤として乳製品に使用する場合又は pH 調整剤としてチー
ズの塩漬に使用する場合に限ること。

300 Ｌ―アスコ 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
ルビン酸

301 Ｌ―アスコ 食肉の加工品に使用する場合に限ること。
ルビン酸ナ
トリウム
タ ン ニ ン ろ過助剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。
（抽出物）

513 硫 酸 pH 調整剤として砂糖類の製造における抽出水の pH 調整に使用する場合
に限ること。

500 ⅰ 炭酸ナトリ 菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類又は中和剤として乳製品に使
ウム 用する場合に限ること。

500 ⅱ 炭酸水素ナ 菓子類、砂糖類、豆類の調製品、麺・パン類、飲料、野菜の加工品又は中
トリウム 和剤として乳製品に使用する場合に限ること。

501 ⅰ 炭酸カリウ 果実の加工品の乾燥に使用する場合又は穀類の加工品、砂糖類、豆類の調
ム 製品、麺・パン類若しくは菓子類に使用する場合に限ること。

170 ⅰ 炭酸カルシ 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するもの（着色
ウム 料としての使用は除く又は凝固剤としてチーズ製造に使用するものに限
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○有機農産物加工食品の一般的な名称と同一となるもの：食パン、麺類、クラッカー、シリアル、チョコレート
等が考えられる。（Q&A22-2）

○有機農産物加工食品でないことがわかるように記載する：①名称や商品名に畜産物名を含めて記載、②
有機農畜産物加工食品である旨の説明書きを記載する。（Q&A22-3）

＜使用例＞
○クエン酸：ジャム、清涼飲料等へ酸味料として使用。

○クエン酸ナトリウム（別名：クエン酸三ナトリウム）：用途を限定しており、酸味料、調味料とし
ての使用は不可。乳製品を固化するために使用。

○ＤＬ－リンゴ酸：清涼飲料やあめ菓子に酸味や酸度の調整の目的で使用。また、膨張剤の原料とし
ても使用される。

○Ｌ－アスコルビン酸：果実飲料、茶飲料等へ酸化防止剤として使用。

○Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム：栄養強化剤としての使用は不可。

○硫酸：さとうきびの絞り汁に不純物除去の目的で添加したアルカリを中和するために使用。

○炭酸ナトリウム及び炭酸水素ナトリウム（別名：重炭酸ナトリウム）：膨張剤、中華麺のかんすい
の一部としての使用、豆の軟化等に使用。

○炭酸カリウム：中華麺のかんすいとして使用。

○炭酸カルシウム：焼成カルシウム類は使用不可。炭酸カルシウムの規格基準を満たしている焼成カ
ルシウム類由来の食品添加物は使用可。表示の方法は食品衛生法及びその関連法規に従う。

（Q&A23-2）
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ること。
503 ⅰ 炭酸アンモ 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

ニウム
503 ⅱ 炭酸水素ア 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

ンモニウム
504 ⅰ 炭酸マグネ 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

シウム
508 塩化カリウ 野菜の加工品、果実の加工品、食肉の加工品、調味料又はスープに使用す

ム る場合に限ること。
509 塩化カルシ 農産物の加工品の凝固剤及びチーズ製造の凝固剤として使用する場合又は

ウム 食用油脂、野菜の加工品、果実の加工品、豆類の調製品、乳製品若しくは
食肉の加工品に使用する場合に限ること。

511 塩化マグネ 農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する
シウム 場合に限ること。
粗製海水塩 農産物の加工品の凝固剤として使用する場合又は豆類の調製品に使用する
化マグネシ 場合に限ること。
ウム

524 水酸化ナト pH 調整剤として砂糖類の加工に使用する場合又は穀類の加工品に使用す
リウム る場合に限ること。

525 水酸化カリ pH 調整剤として砂糖類の加工に使用する場合に限ること。
ウム

526 水酸化カル 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
シウム

334 Ｌ―酒石酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
335 ⅱ Ｌ―酒石酸 菓子類に使用する場合に限ること。

ナトリウム
336 ⅰ Ｌ―酒石酸 穀類の加工品又は菓子類に使用する場合に限ること。

水素カリウ
ム

341 ⅰ リン酸二水 膨張剤として粉類に使用する場合に限ること。
素カルシウ
ム

516 硫酸カルシ 凝固剤として使用する場合又は菓子類、豆類の調製品若しくはパン酵母に
ウム 使用する場合に限ること。

400 アルギン酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
401 アルギン酸 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

ナトリウム
407 カラギナン 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限る

こと。
410 カロブビー 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は食肉の加工品に使

ンガム 用するものに限ること。
412 グアーガム 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品、缶詰肉又は卵製品に

使用するものに限ること。
413 トラガント

ガム
414 アラビアガ 乳製品、食用油脂又は菓子類に使用する場合に限ること。

ム
415 キサンタン 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用する

ガム ものに限ること。
416 カラヤガム 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品又は菓子類に使用する

ものに限ること。
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○炭酸アンモニウム：膨張剤の一部として、また、イーストフードとして使用。

○炭酸マグネシウム：膨張剤の主剤として使用。

○塩化カリウム：食塩の代替として減塩食品に使用。

○塩化カルシウム：豆腐の凝固剤として使用。

○塩化マグネシウム：豆腐の凝固剤として使用。

○粗製海水塩化マグネシウム（別名：塩化マグネシウム含有物）：豆腐の凝固剤として使用。

○水酸化ナトリウム、水酸化カリウム：さとうきびの絞り汁に添加して不純物を除去するために使用。
中和するため、最終製品には含まれない。

○水酸化カルシウム：山菜のアク抜き、こんにゃくの凝固剤として使用。

○Ｌ－酒石酸（別名：ｄ－酒石酸）：酸味料としてゼリー、ジャム、清涼飲料等に使用。

○Ｌ－酒石酸ナトリウム（別名：ｄｌー酒石酸ナトリウム）：単独又は酒石酸と併用で酸味の付与や
酸度、ｐＨの調整の目的で使用。風味の調整にも使用される。

○Ｌ－酒石酸水素カリウム（別名：ｄ－酒石酸水素カリウム）：膨張剤の助剤（酸性成分）として使
用、ｐＨ調整、調味の目的で使用。

○リン酸二水素カルシウム（別名：第一リン酸カルシウム）：膨張剤の一部（緩衝剤）として、急激
なｐＨ変化を抑えるために使用。

○硫酸カルシウム：豆腐の凝固剤、パンのイーストフード等として使用。

○アルギン酸、アルギン酸ナトリウム、カラギナン：増粘剤、乳化安定剤として使用。ゼリー菓子等
のゲル化剤のほか、油脂を含む飲料の分離を防止する目的や、舌触りを滑らかにする目的で使用。
また、カラギナンは、ヨーグルトの離水防止目的で使用。

○カロブビーンガム（別名：ローカストビーンガム）：ゼリー、こんにゃく等のゲル強度を上げ、ド
レッシング等の増粘剤、アイスクリームの乳化安定剤等に使用。

○グアーガム、トラガントガム：ドレッシングの乳化安定剤、調味料の乳化剤、粘度調整剤等として
使用。

○キサンタンガム：ドレッシング等の調味料の増粘安定剤、ゼリー等のゲル化剤として使用。カロブ
ビーンガムと併用すると熱可逆的弾力のあるゲルができる。

○カラヤガム：ドレッシングやアイスクリームの乳化安定剤として使用。
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カ ゼ イ ン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
ゼ ラ チ ン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

440 ペ ク チ ン 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、乳製品に使用するものに限る
こと。

エタノール 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、食肉の加工品に使用するもの
に限ること。

307b ミックスト 畜産物の加工品に使用する場合にあっては、食肉の加工品に使用するもの
コフェロー に限ること。
ル

322 レ シ チ ン 漂白処理をせずに得られたものに限ること。また、畜産物の加工品に使用
（植物レシ する場合にあっては、乳製品、乳由来の幼児食品、油脂製品又はドレッシ
チン、卵黄 ングに使用するものに限ること。
レシチン、
分別レシチ
ン）

553 ⅲ タ ル ク 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
558 ベントナイ 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

ト
559 カ オ リ ン 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

ケイソウ土 農産物の加工品に使用する場合に限ること。
パーライト 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

551 二酸化ケイ ゲル又はコロイド溶液として、農産物の加工品に使用する場合に限るこ
素
活 性 炭 農産物の加工品に使用する場合に限ること。

901 ミ ツ ロ ウ 分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。
903 カルナウバ 分離剤として農産物の加工品に使用する場合に限ること。

ロウ
木 灰 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものから化学

的な方法によらずに製造されたものに限ること。また、沖縄そば、米の加
工品、和生菓子、ピータン若しくはこんにゃくに使用する場合又は山菜類
のあく抜きに使用する場合に限ること。

香 料 化学的に合成されたものでないこと。
941 窒 素
948 酸 素
290 二酸化炭素

酵 素
一般飲食物
添加物
次亜塩素酸 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。
ナトリウム
次亜塩素酸 農産物の加工品に使用する場合（食塩水を電気分解して得られた次亜塩素
水 酸水を使用する場合に限る又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒若

しくは卵の洗浄に使用する場合に限ること。
297 フ マ ル 酸 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。
365 フマル酸一 食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒用又は卵の洗浄用に限ること。

ナトリウム
オ ゾ ン 農産物の加工品に使用する場合又は食肉の加工品に用いる動物の腸の消毒

若しくは卵の洗浄に使用する場合に限ること。
(注) INS 番号：食品添加物の国際番号付与システムにより付与された食品添加物の番号

4－9



○ゼラチン：ゼリー、冷菓、菓子類等に使用。

○ペクチン：ゼリー、ジャム、デザート類等に使用。

○エタノール：保存料として使用。また、アルコール抽出の溶剤（加工助剤）として使用。

○ミックストコフェロール：油脂類、即席麺類、フライ製品、食肉加工製品等の酸化防止剤として使
用。

○レシチン：マーガリン、ショートニング、乳製品の乳化剤、チョコレートの粘度低下剤、パンの老
化防止剤、麺類の食感改良剤として使用。

○タルク：チューインガムの食感調整のためガムベースに添加、ろ過助剤として使用。

○カオリン：ろ過助剤、沈降助剤として使用。

○ケイソウ土：ろ過助剤として使用。

○パーライト：ろ過助剤として使用。

○二酸化ケイ素：高分子たん白質の除去効果あり、清澄目的でろ過助剤として使用。

○活性炭：製糖時の色素や不純物の除去、油脂精製時の脱色、果汁の混濁物質の除去のため使用。

○ミツロウ、カルナウバロウ：型枠やカッターの刃に塗ることにより、食品が付着するのを防ぐ。

○木灰：山菜のアク抜きに使用。

○香料：動植物から水蒸気、温湯又は有機溶剤で抽出された香り成分。

○窒素：酸化防止剤として、包装工程で使用。認定小分け業者や認定輸入業者が行うことができる工
程には食品添加物の使用が認められていないことから、窒素充填を行う場合には有機加工食品の生
産行程管理者の認定が必要。（Q&A23-3）

○二酸化炭素：炭酸飲料に使用。

○一般飲食物添加物：紫いもやビートを着色目的で使用する場合等。

○次亜塩素酸ナトリウム：農産物の殺菌剤としては使用不可。
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別表２ 薬剤
薬 剤 基 準

除 虫 菊 抽 出 物 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、
農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。

ケ イ ソ ウ 土
ケイ酸ナトリウム 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
重 曹
二 酸 化 炭 素
カリウム石鹸（軟 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
石鹸）
エ タ ノ ー ル 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ホ ウ 酸 容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。
フ ェ ロ モ ン 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。ま

た、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カ プ サ イ シ ン 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防

除する目的で使用する場合を除く。
（注）薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。

附 則（平成１７年１０月２７日農林水産省告示第１６０６号）
（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。
（経過措置）

２ この告示の施行の日から起算して３月を経過した日までに行われる有機農産物加工食品の格付に
ついては、この告示による改正前の有機農産物加工食品の日本農林規格の規定の例によることがで
きる。

附 則（平成１８年２月２８日農林水産省告示第２１０号） 抄
（施行期日）

１ この告示は、平成１８年３月１日から施行する。

附 則（平成１８年１０月２７日農林水産省告示第１４６４号） 抄
（施行期日）

１ この告示は、公布の日から起算して３０日を経過した日から施行する。
（経過措置）

２ この告示の施行の日から起算して１年を経過した日までに行われる有機加工食品の格付について
は、この告示による改正前の有機加工食品の日本農林規格の規定の例によることができる。

附 則（平成２４年３月２８日農林水産省告示第８３４号）
この告示の施行の際現にこの告示による改正前の有機加工食品の日本農林規格により格付の表示が

付された有機加工食品については、なお従前の例による。

（最終改正の施行期日）
平成２４年３月２８日農林水産省告示第８３４号については、平成２４年４月２７日から施行する。
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○別表２：製造・加工工程において一般的に使用されている病害虫防除用の薬剤のうちコーデックス
ガイドラインに適合した薬剤をリスト化。（Q&A23-4）

＜使用例＞
○ケイソウ土：貯穀害虫対策として使用される。

○カリウム石鹸：直接虫に散布して気門を塞ぐ資材として使用される。

○ホウ酸：コーデックスガイドラインには記載されていないが、ゴキブリ駆除剤として広く使用され
ており掲載された。

○フェロモン：トラップに使用される。

○カプサイシン：忌避剤として使用される。

○別表２に掲載されている薬剤の他、有害動植物の誘引材及び忌避剤として食品又は食品添加物を原
材料とするものが使用可能（Q&A23-5）
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